
 

 

 

 

 

平成 16 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要 
平成 15 年 11 月 21 日 

会 社 名 株式会社アクセス            登録銘柄 
コード番号 4700                  本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.acces.co.jp ） 

代表者     役  職  名  代表取締役社長 

        氏    名  村上 次男 

問い合わせ先  責任者役職名  取締役 ｽﾀｯﾌｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 統括部長 

        氏    名  北 博之       ＴＥＬ（06）6208－1600     
決算取締役会開催日  平成 15 年 11 月 21 日          中間配当制度の有無  有  

中間配当支払開始日  平成 －年 －月 －日          単元株制度採用の有無 無 

 

１．15 年 9 月中間期の業績（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 9 月 30 日） 

(1) 経営成績 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

15 年 9 月中間期 

14 年 9 月中間期 

百万円  ％

         717（△23.2） 

         934（ 163.1） 

百万円  ％

△548（ － ）

△193（ － ）

百万円  ％

△554（ － ）

△193（ － ）

15 年 3 月期          2,841      △1,041     △1,056     
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

15 年 9 月中間期 

14 年 9 月中間期 

百万円  ％

   △566（ － ）

   △171（ － ）

円 銭

△56,804  54 

△15,617  88 

15 年 3 月期      △1,051     △97,349  95 
(注) 1．期中平均株式数 15 年 9月中間期 9,976.10 株 14 年 9 月中間期 10,980.13 株 15 年 3 月期 10,798.98 株 

   2．会計処理の方法の変更   無 

   3．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 1 株当たり中間配当金 1 株当たり年間配当金  

 

15 年 9 月中間期 

14 年 9 月中間期 

円 銭

―――― 

―――― 

円 銭

―――― 

―――― 

15 年 3 月期   ―――― 5,000 00 

 

(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本

 

15 年 9 月中間期 

14 年 9 月中間期 

百万円 

17,088     

18,319     

百万円

13,623    

15,789    

％ 

79.7   

86.2   

円 銭

1,376,121  68 

1,448,654  99 

15 年 3 月期   17,207     14,457    84.0   1,395,961  72 
(注) 1．期末発行済株式数 15 年 9月中間期 9,899.60 株 14 年 9 月中間期 10,899.60 株 15 年 3 月期 10,356.60 株 

   2．期末自己株式数 15 年 9 月中間期 1,100.40 株 14 年 9 月中間期 100.40 株   15 年 3 月期  643.40 株 

 

２．16 年 3 月期の業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

3,600   

百万円

    300  

百万円

    340 

円 銭 

5,000 00  

円 銭

5,000 00 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）  34,344 円 82 銭 

 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきまして

は不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業

績予想数値に関する事項は添付資料 3ページをご参照ください。 

 
 

この記者発表資料は、平成 15 年 11 月 21 日午後 3 時に公表されました。従いまして、公

表から 12 時間が経過するまでは、この記者発表資料をご覧になっている方はインサイダ

ー情報の第一次受領者となり、インサイダー取引規制の対象となりますのでご留意下さ

い。


